
 

 

開発行為に係る事務手続きの流れ（令和６年度） 
 

 南アルプス市宅地開発及び建築物指導要綱に基づく標準的な作業の流れは次のとおりとする。 

 

① 計 画 立 案 

                     ↓ 

② 事 前 相 談 

（開発区域・周辺道路写真等） 

                     ↓ 

③ 開発権利者及び関係機関との協議 

                     ↓ 

④ 成      立 

                     ↓ 

⑤ 事 前 協 議 申 出 書 提 出 

                     ↓          

⑥ 開 発 調 整 会 議 開 催 

                     ↓          

⑦ 土 地 利 用 審 査 会 開 催 

                     ↓           

⑧ 土 地 利 用 審 査 書 交 付 

                     ↓ 

⑨ 造 成 工 事 着 工 

                     ↓ 

⑩ 段 階 確 認 及 び 中 間 検 査 

↓  

⑪ 造 成 工 事 完 成 

                     ↓ 

⑫ 完 了 検 査 ・ 検 査 済 証 交 付 

 

※事前相談の窓口は建設部 都市計画課 都市計画担当（南アルプス市役所西別館１階） 

 

 

◆開発行為事前協議申出書提出部数 正本１部、副本２部、ＣＤ(PDFデータ) 

正本・副本はＡ４ファイル止め 

 

◆提出期限  各月５日まで（閉庁日の場合は、翌開庁日） 

 

【都市計画法の開発許可について】 

 南アルプス市は県から事務委譲を受けており、事前相談窓口、提出部数、期限は上記と同じ

ですが、法に基づいた手続きが必要です。農地転用許可が伴う場合は同日許可となります。 

各月 5 日締切 

各月 15日位 

各月 25日位 

各課の協議 

事前協議申出書提出

から、土地利用審査書

の交付までの期間 

概ね１ヶ月～１．５ヶ

月を目安としている 

※審査内容で再協議

等が必要になる場合

は期間が延びること

があります 

新設寄附道路があると

きは路床検査を受けて

ください。その他の寄

附物件については所管

課の指示に従ってくだ

さい 

同意を受けた設計に

変更があるとき、完了

検査前に建築に着手

したいときなどは、届

出が必要です 


